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令和 4年度 第 1回 

 

 

堺市都市計画審議会付議案件一覧表 

 

議案 

番号 
案  件  名 

決定 

権者 
頁 

１７０ 南部大阪都市計画都市再開発の方針の変更について 市 ２ 

１７１ 
南部大阪都市計画防災街区の整備の方針の変更 

について 
市 ９ 

１７２ 特定生産緑地の指定について 
市 

(指定) 
１３ 

 



 

議 第 １ ７ ０ 号 

堺都計第１３２９号 

令和４年７月２７日 

 

堺市都市計画審議会 

会長 嘉名 光市 様 

 

堺 市 長  永 藤 英 機 

 

南部大阪都市計画都市再開発の方針の変更について（付議） 

 

 標記について、都市計画法第２１条第２項において準用する同法

第１９条第１項の規定により、次のように審議会に付議します。 
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１．都市再開発法第２条の３第１項第１号の規定に基づく、「計画的な再開発が必要な
市街地」に係る再開発の目標並びに当該市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用
及び都市機能の更新に関する方針

「別表１のとおり」

２．都市再開発法第２条の３第１項第２号の規定に基づく、「計画的な再開発が必要な
市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地
区」及び当該地区の整備又は開発の計画の概要

「別表２のとおり」

南部大阪都市計画都市再開発の方針の変更（堺市決定）

「南部大阪都市計画都市再開発の方針」を次のとおり変更する。
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番号
計画的な再開発が必要な

市街地
面積 再開発の目標

土地の合理的かつ健全な高度利用
及び都市機能の更新に関する方針

特に整備効果が大
きいと予想される地
区又は特に早急に
再開発を行うことが
望ましい地区

特に一体的かつ総
合的に再開発を促
進すべき地区

201-1 三宝・浅香山駅西周辺市街地 約380ha

・親水緑地空間の形成、都市防
災機能の向上につとめる。ま
た、居住及び生産機能の秩序
ある再編成を図る。
・臨海都市拠点と連携した都市
機能の強化を図る。

・堺グランドデザイン2040に示す将来像を踏まえ、環濠エリアは水辺や歴史的なまちなみを活かし、新たな魅力の創出とネットワークの形成を図る。
・大和川左岸地区は、阪神高速道路大和川線と一体的に行う高規格堤防の整備を促進する。また、沿川の良好な歩行者・自転車通行環境の整備を図る。
・広域避難地及び避難路の整備を図る。
・住工混在地では、地域特性に応じて良好な住環境の形成と工場等の操業環境の共存できる環境の形成を図る。
・阪堺線綾之町停留場北側の密集した老朽木造住宅地区では、建て詰まりの解消を図る。
・環濠エリアは歴史的建造物やまちなみの保全と活用、これらと調和した魅力ある景観形成を図る。また、内川・土居川の水辺空間を保全、活用しながら、堺ならではの魅
力創出を図る。
・三宝町や高須町等の木賃住宅地区では居住環境の改善を図る。
・綾之町周辺地区は近隣商業地として商業機能の充実を図る。
・土居川公園と阪神高速道路大阪堺線沿道の環境施設帯の整備を図る。
・東西方向の交通軸の強化をはじめ総合的な公共交通体系を形成し、都市魅力と生活利便性の向上を図る。
・南海電気鉄道高野線沿線地区は、鉄道の連続立体交差事業及び関連事業により都市交通の円滑化と市街地の活性化を図る。

三宝地区
高須地区

201-2 堺市都心周辺市街地 約537ha

・南大阪都市圏の拠点である都
心にふさわしい魅力的な都市
空間を形成する。また、歴史的
環境の修復・保全と都心の憩い
のある空間の整備を図る。
・臨海都市拠点と連携した都市
機能の更新を図る。

・堺グランドデザイン2040に示す将来像を踏まえ、堺東エリアは都市機能の集積やウォーカブルな空間形成により、多様な人々が集まる交流拠点の形成を図る。堺駅・堺旧
港エリアは良好なアクセスを活かし、広域交通の結節点、観光や国際交流の拠点として都市空間の形成を図る。環濠エリアは水辺や歴史的なまちなみを活かし、新たな魅
力の創出とネットワークの形成を図る。
・都心は景観形成、多様な都市機能の充実を図る。
・都心の活性化のため、都市型住宅の立地促進を図る。
・都心の軸となる大小路線、大道筋の沿道は、歴史・文化資源やまちなみなどの周辺環境との調和に配慮したそれぞれの通りにふさわしい賑わいと風格のある景観形成を
図る。
・堺東駅周辺地区は再開発を促進する。また、商業・業務などの都市機能の集積を図る。
・自動車駐車場及び自転車駐車場の整備を図る。
・堺駅・堺旧港周辺地区は都心商業地として再開発を促進する。また、都市機能の導入などにより、大浜公園と一体的に水辺や文化・スポーツ・レクリエーション空間を創出
する。
・臨海都市拠点との連携を考慮して、臨海部へのアクセス機能の充実を図る。また、臨海都市拠点の整備に伴い、発生する多様な交通需要に対応する。
・環濠エリアは歴史的建造物やまちなみの保全と活用、これらと調和した魅力ある景観形成を図る。また、内川・土居川の水辺空間を保全、活用しながら、堺ならではの魅
力創出を図る。
・百舌鳥古墳群周辺は古墳への眺望の配慮等、景観資源と調和した周辺市街地の景観形成を進め、古墳群と調和したまちなみの形成を図る。
・条通や京町通等の木賃住宅地区は居住環境の改善を図る。
・広域避難地及び避難路の整備を図る。
・公共交通軸の強化や多様なモビリティとの連携など、利便性の高い交通体系を構築し、ゼロカーボンシティの推進と都市魅力の向上を図る。
・南海電気鉄道高野線沿線地区は、鉄道の連続立体交差事業及び関連事業により都市交通の円滑化と中心市街地の活性化を図る。

堺市都心周辺地区 堺駅・堺旧港周辺
地区
堺東駅周辺地区
大小路地区

201-3 浜寺・石津周辺市街地 約876ha

都市防災機能の向上につとめ
る。また、居住環境の改善と良
好なまちなみの形成を図る。

・歴史ある近郊住宅地として居住魅力を先導してきた住宅地は、良好な住環境の維持・向上や、地域の特色を活かした景観形成を図る。
・百舌鳥古墳群周辺は古墳への眺望の配慮等、景観資源と調和した周辺市街地の景観形成を進め、古墳群と調和したまちなみの形成を図る。
・石津川・諏訪ノ森・浜寺公園駅周辺地区は近隣商業地として商業・文化機能の充実を図る。
・大阪臨海線沿いの地区は居住環境の改善を図る。
・旭ヶ丘北町、西湊町及び浜寺石津町等の木賃住宅地区は居住環境の改善を図る。
・海岸線等はウォーターフロント空間の環境整備を図る。
・上野芝駅西地区は、周辺住宅地と調和した近隣商業地として整備を図る。
・南海電気鉄道南海本線沿線地区は、鉄道の連続立体交差事業及び関連事業により都市交通の円滑化と市街地の活性化を図る。
・広域避難地及び避難路の整備を図る。

旭ヶ丘地区
浜寺・石津地区
上野芝駅西地区

新湊地区

201-4 堺市駅・三国ヶ丘駅周辺市街地 約438ha

都心・周辺市街地の拠点地区と
して、商業機能の充実及び良好
な住環境の整備を図る。

・堺市駅周辺地区では、商業・業務地の集約化を図り、魅力的な市街地の形成を図る。
・田出井町周辺地区は土地利用の高度化と居住環境の改善を図る。
・三国ヶ丘駅周辺地区は商業・業務地としての土地利用の集約化を図り、魅力的な市街地の形成を図る。
・香ヶ丘町、東雲東町及び榎元町等の木賃住宅地区は居住環境の改善を図る。
・大和川左岸地区は、景観に配慮した沿川の良好な歩行者・自転車通行環境の整備を図る。
・広域避難地及び避難路の整備を図る。
・百舌鳥古墳群周辺は古墳への眺望の配慮等、景観資源と調和した周辺市街地の景観形成を進め、古墳群と調和したまちなみの形成を図る。
・南海電気鉄道高野線沿線地区（浅香山駅～堺東駅付近）は、鉄道の連続立体交差事業及び関連事業により都市交通の円滑化と市街地の活性化を図る。

香ヶ丘地区
榎地区
堺市駅前周辺地区

堺市駅前地区

別表１

計画的な再開発が必要な市街地（１号市街地）
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番号
計画的な再開発が必要な

市街地
面積 再開発の目標

土地の合理的かつ健全な高度利用
及び都市機能の更新に関する方針

特に整備効果が大
きいと予想される地
区又は特に早急に
再開発を行うことが
望ましい地区

特に一体的かつ総
合的に再開発を促
進すべき地区

別表１

計画的な再開発が必要な市街地（１号市街地）

201-5 北花田周辺市街地 約310ha

大阪市都心部と直結した地下
鉄御堂筋線沿線地域として、都
市基盤の整備を進める。また、
中百舌鳥都市拠点と連続性の
ある、個性的で魅力的な都市機
能の集積につとめ、すぐれた都
市景観の形成を図る。

・細街路網の整備を図る。
・大和川左岸地区は、沿川の良好な歩行者・自転車通行環境の整備を図る。
・北花田駅周辺地区は、土地利用転換を図り、都市型住宅をはじめとして業務・商業・文化などの複合機能を持った拠点地区としての整備を図る。
・東浅香山町の木賃住宅地区は居住環境の改善を図る。

東浅香地区
常磐地区
北花田駅周辺地区

北花田駅前周辺地
区

201-6 中百舌鳥周辺市街地 約382ha

南海高野線・地下鉄御堂筋線・
泉北高速鉄道などの交通結節
点として都市基盤の整備を進
め、都市機能の集積につとめ
る。また、魅力ある中百舌鳥都
市拠点・新金岡地域拠点の形
成を図る。

・堺グランドデザイン2040に示す将来像を踏まえ、中百舌鳥エリアは産学官が連携し、新産業やビジネスの創出と多様な交流を育むイノベーション創出拠点の形成を図る。
・中百舌鳥駅周辺地区は商業・業務・文化・情報・産業機能の充実した都市拠点の形成を図る。
・地下鉄御堂筋線沿線地域は商業・業務・住宅等の複合機能を持った中高層建築物として整備を図る。
・周辺住宅地区は既存住宅と調和した良好な都市型住宅の立地促進を図る。
・新金岡駅前地区は交通ターミナル機能をもった地域拠点として、土地の高度利用と都市機能の更新につとめる。また、すぐれた都市景観の形成を図る。
・道路等の都市施設の整備を図る。
・新金岡地区は公的老朽団地等の建て替え更新等を促進し、あわせて地区の利便性を活かした都市魅力と生活利便性の向上を図る。

中百舌鳥周辺地区
新金岡地区

中百舌鳥駅前周辺
地区
新金岡駅前地区

201-7 鳳駅前周辺市街地 約228ha

西の玄関口として、既存商業の
集積を活かしつつ、魅力ある地
域拠点の形成を図る。また、周
辺地区の居住環境の改善を図
る。

・鳳駅前地区は商業・業務・文化等の機能の充実を図る。
・道路、下水道及び細街路網の整備を図る。
・鳳東町の木賃住宅地区は居住環境の改善を図る。

鳳駅前周辺地区 鳳駅周辺地区

201-8 初芝・白鷺駅前周辺市街地 約90ha

駅前拠点としての機能を充実
し、 良好な住宅地の駅前周辺
地区にふさわしい整備を図る。

・道路、駅前広場、下水道及び細街路網の整備を図る。
・初芝駅前地区は商業機能を充実し、地域特性を踏まえたにぎわいの創出や周辺との調和を図る。

201-9 北野田駅前周辺市街地 約90ha

地域拠点としての機能を充実
し、良好な住宅地の駅前周辺地
区にふさわしい整備を図る。

・道路、下水道及び細街路網の整備を図る。
・北野田駅前周辺地区は、商業・業務・文化等の機能を充実する。また、良好な住宅地の駅前地区としての景観整備を図る。
・歴史ある近郊住宅地として居住魅力を先導してきた住宅地は、良好な住環境の維持・向上や、地域の特色を活かした景観形成を図る。

北野田駅前周辺地
区

北野田駅前地区

201-10 上野芝・百舌鳥周辺市街地 約274ha

都市基盤の整備を進め、良好
な居住環境の整備を図る。

・道路、細街路網の整備を進め、良好な都市型住宅地としての整備を図る。
・上野芝駅東地区は、周辺住宅地と調和した近隣商業地として整備を図る。
・百舌鳥古墳群周辺は古墳への眺望の配慮等、景観資源と調和した周辺市街地の景観形成を進め、古墳群と調和したまちなみの形成を図る。
・津久野駅前周辺地区は、周辺街区と一体となって駅前拠点にふさわしい都市機能更新を図る。

上野芝駅東地区 津久野駅前周辺地
区

201-11 築港八幡町・匠町市街地 約484ha

高度な生産機能・物流機能の
集積を図る。また、世界から集ま
る人・企業・物流・情報の交流を
結集させ、大阪・近畿圏全体に
活力を発信する、臨海都市拠
点の形成を図る。

・堺グランドデザイン2040に示す将来像を踏まえ、堺浜エリアは海辺の特性を活かした親水空間の整備や集客・レクリエーション拠点の形成を図る。
・文化・交流機能を中心に、業務、商業、環境共生型の産業施設、研究開発施設、文化、教育、アミューズメント、スポーツレクリエーション及び防災機能などの複合的都市
空間の形成を図る。
・水辺の開放、豊かな緑、すぐれた都市景観の創出等によりアメニティ豊かな都市環境を創造する。
・臨海都市拠点の整備に伴い、発生する多様な交通需要に対応する。
・東西方向の交通軸の強化をはじめ総合的な公共交通体系を形成し、都市魅力と生活利便性の向上を図る。

築港八幡町・匠町
地区

築港八幡・匠地区

201-12 築港新町市街地 約292ha

自然環境の創造と交流・スポー
ツ・レクリエーション機能の充
実、新しい産業機能の導入を図
る。

・大規模緑地やスポーツ・レクリエーション機能を維持し、人々にうるおいを与え憩いの場となる空間の形成を図る。
・再生可能エネルギーの利活用を促進するため、大規模太陽光発電施設の設置や次世代エネルギー供給事業所の集積を図る。
・物流機能、港湾業務関連機能、交流機能等複合的港湾空間の形成を図る。
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番号 地区名 地区面積
地区の再開発、整備等の主

たる目標
用途、密度に関する基本的方針、そ
の他の土地利用計画の概要

建築物の更新の方針
都市施設及び地区施設の整

備の方針

再開発の推進のた
めに必要な公共及
び民間の役割、再
開発の促進のため
の条件整備等の措
置

概ね５年以内に
実施予定の主要
な面的整備事業
又は住宅整備事
業の計画概要

概ね５年以
内に決定
（変更）予
定の主要な
都市計画
に関する事

項

その他必
要に応じ
て定める
事項

201-2-1 堺駅・堺旧港周辺地区 約80ha

都心の西の拠点として整備し、
商業・業務や文化・レクリエー
ション機能などの充実を図る。

・文化・交流機能を中心にスポーツ・レクリ
エーション・商業・業務・居住機能の充実
を図り、あわせて計画的な土地の高度利
用を促進する。
・工業系施設については環境変化に対
応した土地利用の転換を図る。
・臨海都市拠点の整備に伴い、発生する
多様な交通需要に対応する。

・集客施設の立地促進とあわせ
て、コミュニティ機能の充実を図る。
・堺旧港及び内川の水辺空間を有
効利用し、港湾環境の整備や良好
な都市景観の形成を図る。
・都市型住宅の立地を促進する。

・堺旧港の整備を図る。
・内川、内川放水路、土居川の
有効な利活用を図る。

201-2-2 堺東駅周辺地区 約27ha

都心の東の拠点として整備し、
堺市の玄関口にふさわしい機
能の充実を図る。

多様な都市機能の充実を図り、あわせて
計画的な土地の高度利用を促進する。

・建築物の共同建替を促進し、あ
わせて歩行者空間と一体化した
オープンスペースの確保を図る。
・都市型住宅の立地を促進する。
・公共公益施設の再整備を図る。
・格調と賑わいを創出する都市景
観の形成を図る。

・市民交流広場の整備を図る。
・南海高野線（堺東駅周辺）の連
続立体交差化を行う。

市街地再開発事業 都市再生
緊急整備
地域（堺東
駅西地域）
の地域整
備方針に
基づき本地
区の整備を
促進する。

201-2-3 大小路地区 約12ha

交通軸の強化などにより、都心
の顔として、魅力ある空間形成
を図る。

多様な都市機能の充実を図り、あわせて
計画的な土地の高度利用を促進する。

・建築物の共同建替を促進し、あ
わせて歩行者空間と一体化した
オープンスペースの確保を図る。
・公共公益施設の再整備を図る。
・シンボルロードにふさわしい良好
な景観形成を図る。

交通軸や交通結節点における
機能強化を図る。

201-3-1 新湊地区
約54ha

防災上課題のある老朽木造建
築物等の建て替えを促進する。
また、公共施設等を整備するこ
とにより、住環境を向上させ防
災街区の構築を図る。

面的整備事業、建替誘導、主要生活道
路及び都市計画道路等の整備により、防
災街区の整備、住環境の整備、良質な
住宅の供給を図る。

木造賃貸住宅等の建て替えによる
建築物の不燃化・耐震化及び共同
化・協調化を促進する。

都市計画道路出島百舌鳥線を
防災上重要な道路として活用す
る。また、主要生活道路及び公
園・広場等を整備する。

・新湊地区
住宅市街
地総合整
備事業を
推進する。
・大阪府密
集市街地
整備方針
に基づき本
地区の整
備を促進
する。
・防災再開
発促進地
区

201-4-1 堺市駅前地区 約17ha

都心・周辺市街地の地域の核と
してふさわしい機能の充実を図
る。

商業・居住・サービス・文化・情報機能の
充実を図り、あわせて計画的な土地の高
度利用を促進する。

・商業・サービス施設を誘導し、あ
わせて自動車駐車場の整備を図
る。
・都市型住宅の立地を促進する。

東雲公園の整備を図る。

別表２

計画的な再開発が必要な市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区（２号地区）
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番号 地区名 地区面積
地区の再開発、整備等の主

たる目標
用途、密度に関する基本的方針、そ
の他の土地利用計画の概要

建築物の更新の方針
都市施設及び地区施設の整

備の方針

再開発の推進のた
めに必要な公共及
び民間の役割、再
開発の促進のため
の条件整備等の措
置

概ね５年以内に
実施予定の主要
な面的整備事業
又は住宅整備事
業の計画概要

概ね５年以
内に決定
（変更）予
定の主要な
都市計画
に関する事

項

その他必
要に応じ
て定める
事項

別表２

計画的な再開発が必要な市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区（２号地区）

201-5-1 北花田駅前周辺地区 約17ha

業務を中心として多様な機能を
複合的に構成した魅力ある駅
前拠点の形成を図る。

都市基盤施設の整備を行い、業務・商
業、文化機能の充実及び都市型住宅の
立地促進を図り、あわせて計画的な土地
の高度利用を促進する。

・業務・商業施設の立地を促進す
る。
・個性ある地区景観の創出を図る。

東浅香山町４丁地区
地区計画（再開発等
促進区）を促進する。

201-6-1
中百舌鳥駅前周辺地
区

約32ha

本市の都市拠点にふさわしい
各種機能を集積した中百舌鳥
都市拠点の形成を図る。

都市基盤施設の整備を行い、都市拠点
にふさわしい商業・業務・産業・文化・情
報機能の充実を図り、あわせて計画的な
土地の高度利用を促進する。

・商業・業務施設の立地を促進す
る。
・高度な産業・文化・情報施設の立
地を促進する。
・都市型住宅の立地を促進する。

201-6-2 新金岡駅前地区 約4.1ha

北地域の地域拠点にふさわし
い機能の充実を図る。

生活・コミュニティ拠点にふさわしい、商
業・業務・行政・アメニティ機能の充実を
図り、あわせて計画的な土地の高度利用
を図る。

・周辺環境に調和した建築物の形
態または、意匠の誘導を図る。
・道路・公園等と一体となった歩行
者空間の確保を図る。

歩行者専用通路の整備を図る。 新金岡地区地区計画
（再開発等促進区）を
促進する。

201-7-1 鳳駅周辺地区 約70ha

大規模工場跡地の土地利用転
換による都市機能の集積とあわ
せて、周辺市街地の整備を図
り、防災性に配慮した生活・交
流拠点を形成し、西地域の地
域拠点にふさわしい機能の充
実を図る。

・商業・娯楽・居住等の都市機能を集積
した複合的な市街地形成を図る。
・地域全体の防火機能の強化及び住環
境の向上を図る。
・駅前の交通結節点の機能拡充を図る。
・駅周辺の商業機能の増進を図る。

・建築物の共同建替を促進し、商
業・業務施設の充実を図る。
・都市型住宅の立地を促進する。
・駅前空間においては、地域特性
を踏まえた賑わいの創出や周辺と
の調和を図る。

主要生活道路の整備を図る。

201-9-1 北野田駅前地区 約12ha

東地域の地域拠点にふさわし
い機能の充実を図る。

都市基盤施設の整備を行い、商業・業
務・住宅・文化機能等の充実を図り、あわ
せて計画的な土地の高度利用を促進す
る。

・建築物の共同建替を促進し、商
業・文化施設の充実を図る。
・都市型住宅の立地を促進する。
・周囲と調和を図りながら生活圏の
核にふさわしい景観形成を図る。

都市計画道路草尾南野田線及
び下水道の整備を図る。

北野田駅前地区地区
計画（再開発等促進
区）を促進する。

201-10-1 津久野駅前周辺地区 約13ha

津久野駅周辺街区と一体となっ
て駅前拠点にふさわしい都市
機能更新を図る。

商業・飲食・サービス機能等の充実や都
市型住宅の立地促進を図り、あわせて計
画的な土地の利用の共同化及び高度利
用を促進する。

・商業・飲食・サービス施設の充実
を図る。
・老朽化が進む建築物の更新を促
進し、都市型住宅や生活利便施設
の充実を図る。

市街地再開発事業

201-11-１ 築港八幡・匠地区 約95ha

大規模な工場用地の土地利用
転換などによる新しい臨海都市
拠点の形成を図る。

・商業、娯楽、ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ機能と
研究・開発機能等をあわせた都市型産
業機能など、多機能複合型市街地の形
成を図る。
・中長期的に開発状況等を勘案しつつ、
需要に応じた交通基盤の整備を図る。

海辺の親水空間と調和した都市景
観の形成を図る。

水際線を活用した親水護岸の整
備を図る。

築港八幡地区地区計
画（再開発等促進区）
を促進する。
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                 理   由 

 

 

 都市再開発法第２条の３第１項の規定に基づく「都市再開発の方

針」について、都市における土地利用の合理的かつ健全な高度利用と

都市機能の更新を図るため、「計画的な再開発が必要な市街地」及び

当該市街地に係る再開発の目標等を変更する。また、開発整備の進捗

等にあわせて、「特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべ

き相当規模の地区」及び当該地区の計画の概要を変更する。 
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議 第 １ ７ １ 号 

堺都計第１３３０号 

令和４年７月２７日 

 

堺市都市計画審議会 

会長 嘉名 光市 様 

 

堺 市 長  永 藤 英 機 

 

南部大阪都市計画防災街区の整備の方針の変更について（付議） 

 

 標記について、都市計画法第２１条第２項において準用する同法

第１９条第１項の規定により、次のように審議会に付議します。 

9



密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第３条第１項第１号の規定
に基づく、「特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地
区」（防災再開発促進地区）及び当該地区の整備又は開発に関する計画の概要

「別表のとおり」

南部大阪都市計画防災街区の整備の方針の変更（堺市決定）

　　「南部大阪都市計画防災街区の整備の方針」を次のとおり変更する。
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別表
防災街区としての整備を図るため、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区（防災再開発促進地区）

番号 地区名 地区面積
地区の再開発、再整備等の

主たる目標
防災街区に関する基本的方針
その他の土地利用計画の概要

建築物の更新の方針
都市施設及び地区防災施設
及び地区施設の整備の方針

再開発の推進のために必要
な公共及び民間の役割、再
開発の促進のための条件整

備等の措置

概ね５年以内に実施予定の
主要な面的整備事業又は
住宅建設事業の計画概要

概ね５年以内に決定（変
更）予定の主要な都市計

画に関する事項

その他必要に
応じて定める事

項

201-１ 新湊地区 約54ha

防災上課題のある老朽木造
建築物等の建て替えを促進
する。また、公共施設等を整
備することにより、住環境を
向上させ防災街区の構築を
図る。

面的整備事業、建替誘導、主
要生活道路及び都市計画道路
等の整備により、防災街区の整
備、住環境の整備、良質な住
宅の供給を図る。

木造賃貸住宅等の建て替え
による建築物の不燃化・耐震
化及び共同化・協調化を促進
する。

都市計画道路出島百舌鳥線
を防災上重要な道路として活
用する。また、主要生活道路
及び公園・広場等を整備す
る。

住宅市街地総合
整備事業（事業
中）

1
1



 

 

                 理   由 

 

 

 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第３条第

１項の規定に基づく「防災街区の整備の方針」について、市街地の整

備の方針を、都市計画区域マスタープランに位置づけがあるため、削

除する。また、密集市街地の防災に関する機能の確保と土地の合理的

かつ健全な利用を図るため、「特に一体的かつ総合的に市街地の再開

発を促進すべき相当規模の地区」及び当該地区の計画の概要を変更

する。 
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議 第 １ ７ ２ 号 

堺 都 計 第 ５ ８ ２ 号 

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ 7 日 

 

堺市都市計画審議会 

会長 嘉名 光市 様 

 

堺 市 長  永 藤 英 機 

 

特定生産緑地の指定について（諮問） 

 

 標記について、生産緑地法第１０条の２第３項の規定により、次

のように審議会に諮問します。 
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生産緑地法第10条の２第１項の規定に基づき、特定生産緑地を次のように指定する。

位　置 面積

第 3 号生産緑地地区 堺区三宝町5丁地内 約0.17 ha 1 / 46

第 11 号生産緑地地区 堺区香ヶ丘町4丁地内 約0.10 ha 2 / 46

第 20 号生産緑地地区 北区北花田町3丁地内 約0.04 ha 3 / 46

第 35 号生産緑地地区 堺区向陵中町1丁地内 約0.05 ha 4 / 46

第 39 号生産緑地地区 北区奥本町1丁地内 約0.07 ha 5 / 46

第 40 号生産緑地地区 北区奥本町1丁地内 約0.05 ha 5 / 46

第 50 号生産緑地地区 北区新堀町1丁地内 約0.02 ha 5 / 46

第 51 号生産緑地地区 北区新堀町1丁地内 約0.09 ha 5 / 46

第 58 号生産緑地地区 北区蔵前町1丁地内 約0.04 ha 5 / 46

第 67 号生産緑地地区 堺区向陵中町3丁地内 約0.11 ha 4 / 46

第 76 号生産緑地地区 北区南花田町地内 約0.07 ha 6 / 46

第 77 号生産緑地地区 北区南花田町地内 約0.11 ha 6 / 46

第 78 号生産緑地地区 北区南花田町地内 約0.06 ha 6 / 46

第 94 号生産緑地地区 堺区向陵中町2丁地内 約0.06 ha 4 / 46

第 112 号生産緑地地区 北区黒土町地内 約0.05 ha 7 / 46

第 115 号生産緑地地区 北区長曽根町地内 約0.07 ha 8 / 46

第 116 号生産緑地地区
北区黒土町及び
堺区向陵東町3丁地内

約0.06 ha 7 / 46

第 120 号生産緑地地区 北区長曽根町地内 約0.09 ha 7 / 46

第 132 号生産緑地地区 北区金岡町地内 約0.16 ha 8 / 46

第 133 号生産緑地地区 北区金岡町地内 約0.09 ha 8 / 46

第 148 号生産緑地地区 西区浜寺船尾町西4丁地内 約0.08 ha 9 / 46

第 155 号生産緑地地区 西区津久野町3丁地内 約0.10 ha 10 / 46

第 166 号生産緑地地区 北区百舌鳥本町2丁地内 約0.05 ha 11 / 46

第 170 号生産緑地地区 北区百舌鳥赤畑町5丁地内 約0.03 ha 11 / 46

第 174 号生産緑地地区 北区百舌鳥西之町1丁地内 約0.12 ha 12 / 46

第 195 号生産緑地地区 北区百舌鳥陵南町3丁地内 約0.09 ha 13 / 46

第 205 号生産緑地地区 北区金岡町地内 約0.12 ha 14 / 46

第 208 号生産緑地地区 北区金岡町地内 約0.17 ha 14 / 46

第 210 号生産緑地地区 北区金岡町地内 約0.56 ha 14 / 46

第 212 号生産緑地地区 中区土師町1丁地内 約0.14 ha 13 / 46

第 216 号生産緑地地区 中区土師町2丁地内 約0.04 ha 13 / 46

特定生産緑地の指定

名　称 図面番号
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位　置 面積名　称 図面番号

第 223 号生産緑地地区 東区野尻町地内 約0.05 ha 14 / 46

第 226 号生産緑地地区 東区菩提町1丁地内 約0.06 ha 15 / 46

第 227 号生産緑地地区 東区菩提町1丁地内 約0.07 ha 15 / 46

第 228 号生産緑地地区 東区菩提町2丁地内 約0.17 ha 15 / 46

第 232 号生産緑地地区 東区引野町3丁地内 約0.12 ha 16 / 46

第 234 号生産緑地地区 東区日置荘西町1丁地内 約0.01 ha 16 / 46

第 235 号生産緑地地区 東区日置荘西町4丁地内 約0.29 ha 16 / 46

第 238 号生産緑地地区 東区日置荘西町4丁地内 約0.06 ha 16 / 46

第 247 号生産緑地地区 東区日置荘北町3丁地内 約0.05 ha 17 / 46

第 248 号生産緑地地区 東区日置荘北町2丁地内 約0.12 ha 17 / 46

第 251 号生産緑地地区 西区浜寺南町1丁地内 約0.11 ha 18 / 46

第 253 号生産緑地地区 西区浜寺南町3丁地内 約0.07 ha 18 / 46

第 262 号生産緑地地区 西区鳳西町3丁地内 約0.23 ha 19 / 46

第 265 号生産緑地地区 西区鳳西町2丁地内 約0.21 ha 19 / 46

第 267 号生産緑地地区 西区鳳西町2丁地内 約0.06 ha 19 / 46

第 271 号生産緑地地区 西区浜寺元町6丁地内 約0.03 ha 9 / 46

第 272 号生産緑地地区 西区鳳北町7丁地内 約0.04 ha 20 / 46

第 275 号生産緑地地区 西区鳳北町3丁地内 約0.10 ha 20 / 46

第 276 号生産緑地地区 西区鳳北町3丁地内 約0.12 ha 20 / 46

第 277 号生産緑地地区 西区下田町地内 約0.10 ha 20 / 46

第 278 号生産緑地地区 西区鳳東町6丁地内 約0.03 ha 20 / 46

第 279 号生産緑地地区 西区鶴田町地内 約0.10 ha 20 / 46

第 280 号生産緑地地区 西区鳳北町1丁地内 約0.11 ha 20 / 46

第 282 号生産緑地地区 西区平岡町地内 約0.10 ha 21 / 46

第 287 号生産緑地地区 西区鳳東町4丁地内 約0.05 ha 22 / 46

第 300 号生産緑地地区 中区深井中町地内 約0.09 ha 23 / 46

第 302 号生産緑地地区 中区深井中町地内 約0.90 ha 23 / 46

第 303 号生産緑地地区 中区深井中町地内 約0.14 ha 23 / 46

第 306 号生産緑地地区 中区深井中町地内 約0.01 ha 23 / 46

第 312 号生産緑地地区 中区八田寺町地内 約0.10 ha 21 / 46

第 314 号生産緑地地区 中区八田寺町地内 約0.14 ha 24 / 46

第 317 号生産緑地地区 中区堀上町地内 約0.07 ha 24 / 46

第 326 号生産緑地地区 中区深井清水町地内 約0.08 ha 23 / 46

第 328 号生産緑地地区 中区深井清水町地内 約0.06 ha 23 / 46

第 330 号生産緑地地区 中区土師町2丁地内 約0.25 ha 13 / 46
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位　置 面積名　称 図面番号

第 333 号生産緑地地区 東区野尻町地内 約0.27 ha 25 / 46

第 336 号生産緑地地区 中区土塔町地内 約0.16 ha 26 / 46

第 344 号生産緑地地区 中区大野芝町地内 約0.07 ha 25 / 46

第 348 号生産緑地地区 中区大野芝町地内 約0.10 ha 25 / 46

第 353 号生産緑地地区 中区土塔町地内 約0.06 ha 26 / 46

第 354 号生産緑地地区 中区土塔町地内 約0.10 ha 26 / 46

第 359 号生産緑地地区 中区土塔町地内 約0.25 ha 25 / 46

第 363 号生産緑地地区 中区土塔町地内 約0.08 ha 26 / 46

第 365 号生産緑地地区 中区土塔町地内 約0.10 ha 26 / 46

第 372 号生産緑地地区 東区日置荘西町4丁地内 約0.15 ha 16 / 46

第 373 号生産緑地地区 東区日置荘西町6丁地内 約0.02 ha 27 / 46

第 374 号生産緑地地区
東区日置荘西町5丁及び
日置荘西町6丁地内

約0.12 ha 27 / 46

第 377 号生産緑地地区 東区日置荘西町5丁地内 約0.40 ha 27 / 46

第 383 号生産緑地地区 東区日置荘西町3丁地内 約0.11 ha 28 / 46

第 389 号生産緑地地区 東区日置荘原寺町地内 約0.13 ha 17 / 46

第 390 号生産緑地地区 東区関茶屋地内 約0.05 ha 25 / 46

第 391 号生産緑地地区 東区日置荘西町7丁地内 約0.06 ha 27 / 46

第 392 号生産緑地地区 東区日置荘西町7丁地内 約0.12 ha 27 / 46

第 398 号生産緑地地区 中区大野芝町地内 約0.07 ha 25 / 46

第 403 号生産緑地地区 東区草尾地内 約0.11 ha 27 / 46

第 407 号生産緑地地区 東区日置荘田中町地内 約0.11 ha 27 / 46

第 408 号生産緑地地区 東区日置荘田中町地内 約0.04 ha 27 / 46

第 418 号生産緑地地区 東区日置荘原寺町地内 約0.10 ha 28 / 46

第 422 号生産緑地地区
東区大美野及び
草尾地内

約0.36 ha 29 / 46

第 424 号生産緑地地区 東区高松地内 約0.23 ha 28 / 46

第 426 号生産緑地地区 東区高松地内 約0.07 ha 30 / 46

第 427 号生産緑地地区 東区高松地内 約0.17 ha 30 / 46

第 430 号生産緑地地区 東区丈六地内 約0.05 ha 31 / 46

第 432 号生産緑地地区 東区丈六地内 約0.07 ha 31 / 46

第 433 号生産緑地地区 東区日置荘北町3丁地内 約0.03 ha 17 / 46

第 434 号生産緑地地区 東区日置荘北町3丁地内 約0.19 ha 17 / 46

第 436 号生産緑地地区 東区日置荘原寺町地内 約0.29 ha 17 / 46

第 442 号生産緑地地区 東区北野田地内 約0.06 ha 32 / 46

第 451 号生産緑地地区 西区鳳西町1丁地内 約0.08 ha 33 / 46
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位　置 面積名　称 図面番号

第 474 号生産緑地地区 西区草部地内 約0.27 ha 34 / 46

第 475 号生産緑地地区 西区草部地内 約0.08 ha 34 / 46

第 486 号生産緑地地区 西区草部地内 約0.11 ha 35 / 46

第 488 号生産緑地地区 中区八田寺町地内 約0.06 ha 21 / 46

第 489 号生産緑地地区 中区堀上町地内 約0.66 ha 24 / 46

第 491 号生産緑地地区 中区堀上町地内 約0.02 ha 24 / 46

第 497 号生産緑地地区 中区八田南之町地内 約0.13 ha 24 / 46

第 500 号生産緑地地区 中区堀上町地内 約0.20 ha 24 / 46

第 502 号生産緑地地区
中区東八田及び
小阪地内

約0.69 ha 36 / 46

第 505 号生産緑地地区 中区東八田地内 約0.07 ha 36 / 46

第 509 号生産緑地地区 中区八田北町地内 約0.13 ha 37 / 46

第 510 号生産緑地地区 中区八田南之町地内 約0.13 ha 37 / 46

第 512 号生産緑地地区 中区八田南之町地内 約0.05 ha 37 / 46

第 513 号生産緑地地区
中区八田南之町及び
八田北町地内

約0.46 ha 37 / 46

第 515 号生産緑地地区 中区小阪地内 約0.03 ha 36 / 46

第 520 号生産緑地地区 中区八田西町3丁地内 約0.04 ha 37 / 46

第 526 号生産緑地地区 中区東山地内 約0.10 ha 38 / 46

第 527 号生産緑地地区 中区東山地内 約0.14 ha 38 / 46

第 531 号生産緑地地区 中区東山地内 約0.02 ha 38 / 46

第 532 号生産緑地地区 東区草尾地内 約0.09 ha 42 / 46

第 535 号生産緑地地区 中区東山地内 約0.17 ha 38 / 46

第 536 号生産緑地地区 中区東山地内 約0.13 ha 38 / 46

第 537 号生産緑地地区 中区東山地内 約0.07 ha 38 / 46

第 544 号生産緑地地区 中区東山地内 約0.07 ha 39 / 46

第 546 号生産緑地地区 中区東山地内 約0.08 ha 39 / 46

第 550 号生産緑地地区 中区福田地内 約0.07 ha 40 / 46

第 551 号生産緑地地区 中区福田地内 約0.05 ha 29 / 46

第 552 号生産緑地地区 東区大美野地内 約0.05 ha 29 / 46

第 553 号生産緑地地区 東区高松地内 約0.13 ha 30 / 46

第 560 号生産緑地地区 中区福田地内 約0.08 ha 40 / 46

第 561 号生産緑地地区 中区福田地内 約0.05 ha 40 / 46

第 562 号生産緑地地区 中区陶器北地内 約0.08 ha 40 / 46

第 564 号生産緑地地区 中区福田地内 約0.26 ha 40 / 46

第 565 号生産緑地地区 中区福田地内 約0.37 ha 40 / 46
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位　置 面積名　称 図面番号

第 566 号生産緑地地区 東区草尾地内 約0.65 ha 30 / 46

第 568 号生産緑地地区 中区福田地内 約0.05 ha 41 / 46

第 573 号生産緑地地区 中区福田地内 約0.02 ha 41 / 46

第 574 号生産緑地地区 中区福田地内 約0.04 ha 41 / 46

第 577 号生産緑地地区 中区福田地内 約0.03 ha 41 / 46

第 584 号生産緑地地区 東区西野地内 約0.16 ha 42 / 46

第 585 号生産緑地地区 東区西野地内 約0.09 ha 42 / 46

第 596 号生産緑地地区 中区福田地内 約0.12 ha 41 / 46

第 622 号生産緑地地区 中区深阪1丁地内 約0.06 ha 43 / 46

第 624 号生産緑地地区 中区楢葉地内 約0.07 ha 43 / 46

第 629 号生産緑地地区 中区楢葉地内 約0.11 ha 43 / 46

第 631 号生産緑地地区 中区深阪4丁地内 約0.10 ha 43 / 46

第 633 号生産緑地地区 中区深阪4丁地内 約0.11 ha 43 / 46

第 635 号生産緑地地区 中区深阪2丁地内 約0.15 ha 43 / 46

第 639 号生産緑地地区 中区深阪3丁地内 約0.15 ha 43 / 46

第 640 号生産緑地地区 中区深阪4丁地内 約0.13 ha 43 / 46

第 645 号生産緑地地区 中区深阪5丁地内 約0.05 ha 44 / 46

第 647 号生産緑地地区 中区深阪5丁地内 約0.12 ha 44 / 46

第 649 号生産緑地地区 南区深阪南地内 約0.29 ha 44 / 46

第 651 号生産緑地地区 南区土佐屋台地内 約0.11 ha 44 / 46

第 654 号生産緑地地区 南区土佐屋台地内 約0.04 ha 44 / 46

第 658 号生産緑地地区 南区和田東地内 約0.07 ha 44 / 46

第 659 号生産緑地地区 南区和田東地内 約0.15 ha 44 / 46

第 660 号生産緑地地区 南区和田東地内 約0.11 ha 44 / 46

第 676 号生産緑地地区 北区金岡町地内 約0.05 ha 8 / 46

第 683 号生産緑地地区 西区鳳北町8丁地内 約0.17 ha 9 / 46

第 685 号生産緑地地区 北区百舌鳥陵南町3丁地内 約0.06 ha 12 / 46

第 686 号生産緑地地区 西区北条町1丁地内 約0.06 ha 12 / 46

第 689 号生産緑地地区 東区引野町2丁地内 約0.11 ha 15 / 46

第 690 号生産緑地地区 東区菩提町3丁地内 約0.05 ha 45 / 46

第 704 号生産緑地地区 中区堀上町地内 約0.06 ha 24 / 46

第 720 号生産緑地地区 東区日置荘原寺町地内 約0.07 ha 28 / 46

第 752 号生産緑地地区 北区長曽根町地内 約0.09 ha 7 / 46

第 760 号生産緑地地区 北区金岡町地内 約0.06 ha 46 / 46

第 931 号生産緑地地区 西区鳳西町2丁地内 約0.09 ha 19 / 46
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位　置 面積名　称 図面番号

第 932 号生産緑地地区 西区鳳西町2丁地内 約0.05 ha 19 / 46

第 1024 号生産緑地地区 西区鳳南町5丁地内 約0.11 ha 22 / 46

第 1154 号生産緑地地区 西区鳳西町3丁地内 約0.06 ha 19 / 46

第 1159 号生産緑地地区 中区東山地内 約0.06 ha 39 / 46

第 1163 号生産緑地地区 東区高松地内 約0.22 ha 28 / 46

第 1171 号生産緑地地区 中区深阪1丁地内 約0.16 ha 43 / 46

第 1192 号生産緑地地区 中区土塔町地内 約0.06 ha 26 / 46

約20.56 ha

※合計は各地区の㎡単位で計算したものをhaに変換した値

合計　176地区
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